
梅雨前線豪雨等被災農業者向け経営体育成支援事業実施要領

第１ 趣旨

平成24年６月８日から７月23日までの間の豪雨及び暴風雨による農業被害（以下「気象災害

による農業被害」という。）により、農産物の生産に必要な施設が倒壊し、農業経営の安定化

に支障をきたす事態となっており、当該施設の再建等の支援が急務となっている。

このため、経営体育成支援事業実施要綱（平成23年４月１日付け22経営第7296号農林水産事

務次官依命通知。以下「要綱」という。）第３の２のただし書による緊急に実施する事業とし

て、農産物の生産に必要な施設の再建等に対し、緊急支援を行う。

第２ 事業の実施等

１ 事業の実施方針

梅雨前線豪雨等被災農業者向け経営体育成支援事業（以下「本事業」という。）は、事業

実施主体が、被災農業者経営支援計画（気象災害による農業被害を受けた農産物の生産に必

要な施設の再建等のための具体的な取組内容及びその成果目標を定めたものをいう。以下「支

援計画」という。）を作成し、４に掲げる成果目標の達成に向けて実施する助成事業に対し

て支援するものとする。

２ 事業内容

（１）融資等活用型補助事業

ア 助成対象者

事業実施主体は、気象災害による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団

体であって、農産物の生産に必要な施設について、気象災害による農業被害を受けた旨の

証明を市町村長から受けた者を対象として助成を行うことができるものとする。

イ 助成対象となる事業内容等

（ア）助成の対象となる事業内容は、助成対象者が自らの経営のために行う次に掲げるもの

とする。

ａ 農産物の生産に必要な施設の復旧又は気象災害による農業被害前の当該施設と同程

度の施設の取得

ｂ 農産物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入

ｃ ａと一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備

ｄ 農産物の生産に必要な農業用機械（耐用年数を経過したもの及び修繕により利用で

きるものを除く。）及び附帯施設（修繕により利用できるものを除く。）の気象災害

による農業被害前と同程度の農業用機械及び附帯施設の取得

（イ）（ア）のａからｄまでの事業内容は個々の事業内容ごとに次に掲げる基準を満たすほ

か、本事業に要する経費について融資機関からの融資（以下「プロジェクト融資」とい

う。）又は地方公共団体単独事業による支援を受けているものとする。

ａ 個々の事業内容について、平成24年６月８日以降の取組であって、平成24年度内に

完了する取組であること。

ｂ 本事業以外の国の補助事業の対象として実施するものでないこと。

ｃ （ア）のｄにあっては、地域において農業経営の改善を図るための取組に係る目標

を設定していること。

（ウ）（イ）のプロジェクト融資の対象となる資金は、次に掲げる機関が貸付を行う資金又

は法律若しくは地方公共団体の条例等に基づき貸付を行う資金とする。

ａ 農業協同組合

ｂ 農業協同組合連合会

ｃ 農林中央金庫

ｄ 株式会社 日本政策金融公庫

ｅ 沖縄振興開発金融公庫

ｆ 銀行

ｇ 信用金庫



ｈ 信用協同組合

ｉ 都道府県

ｊ 市町村

（２） 追加的信用供与補助事業

ア 助成対象者

事業実施主体は、プロジェクト融資について次に掲げる内容を満たす保証制度を確立

する農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）を対象として助成を行うことがで

きる。

ａ プロジェクト融資について、原則として融資対象物件以外の担保及び同一経営の範

囲内の保証人以外の保証人なしの保証を行うものとし、当該保証に係る被保証者ごと

の保証限度額を次の水準に設定すること。

（ａ）認定農業者に貸し付けられるもの

個人３，６００万円（法人７，２００万円）

（ｂ）認定農業者以外の者に貸し付けられるもの

個人３，０００万円（法人又は任意団体６，０００万円）

ｂ 融資機関（農業信用保証保険法（昭和36年法律第204号。以下「保証保険法」とい

う。）第２条第２項に掲げる融資機関に限る。）が行う保証保険法第８条第１項第１

号及び第２号に掲げる資金の融資を保証対象とすること。

ｃ プロジェクト融資に係る保証を行う場合には独立行政法人農林漁業信用基金（以下

「信用基金」という。）の保険に付すること。

ｄ 基金協会と融資機関との間において締結する債務保証契約において、毎年度、基金

協会の負担に係る追加的信用供与の求償権償却額の10％に相当する金額を融資機関が

基金協会に拠出する旨を定めること。

イ 助成金の使途等

ａ 基金協会は、事業実施主体から助成を受けた助成金について、当該事業実施主体の

区域内のプロジェクト融資に係る債務の保証のための基金として、保証保険法第９条

各号に定める方法により管理しなければならないものとする。

ｂ 基金協会は、ａの助成金を、本事業以外の事業等の経費と区分して管理しなければ

ならないものとする。ただし、地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業における追

加的信用供与事業（地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業実施要綱（平成19年3

月30日付け18経営第7724号農林水産事務次官依命通知）第３の２の（２）に掲げる事

業をいう。以下同じ。）、地域雇用拡大型農業経営確立緊急対策事業における追加的

信用供与事業（地域雇用拡大型農業経営確立緊急対策事業実施要綱（平成21年1月27

日付け20経営第5783号農林水産事務次官依命通知）第３の１の（１）のイに掲げる事

業をいう。以下同じ。）、経営体育成交付金における追加的信用供与補助事業（経営

体育成交付金実施要綱（平成22年4月1日付け21経営第6890号農林水産事務次官依命通

知）第３の２の（１）のウ及び（２）のイに掲げる事業をいう。以下同じ。）及び経

営体育成支援事業における追加的信用供与補助事業（要綱第３の２の（１）のウに掲

げる事業をいう。以下同じ。）については、この限りでない。

ｃ 基金協会は、ａの助成金について、当該基金協会の区域内の保証付きプロジェクト

融資を対象として、次に掲げる経費に充てることができるものとする。なお、地域担

い手経営基盤強化総合対策実験事業における追加的信用供与事業、地域雇用拡大型農

業経営確立緊急対策事業における追加的信用供与事業、経営体育成交付金における追

加的信用供与補助事業及び経営体育成支援事業における追加的信用供与補助事業によ

り交付された助成金等の精算が終了していない場合は、当該事業に係る融資を対象に

加えることができるものとする。

（ａ）保証付きプロジェクト融資の保証債務の弁済

（ｂ）保証付きプロジェクト融資に係る求償権の償却に伴う費用への補填

ｄ 基金協会は、ｃにおいて、保証保険法第11条に基づく経理区分ごとに管理するａの

助成金を当該経費の帰属する経理区分に振り替えることができるものとする。



３ 事業の実施期間

本事業の実施期間は、平成24年度とする。

４ 事業の成果目標

本事業の成果目標は、被災農業者の農業経営の維持とする。

５ 目標年度

本事業の目標年度は、平成24年度とする。

６ 事業実施主体

本事業の事業実施主体は、以下の要件を全て満たす地域農業再生協議会（農業者戸別所得

補償制度推進事業実施要綱（平成23年４月１日付け22経営第7135号農林水産事務次官依命通

知。以下「戸別推進要綱」という。）第２の２の（２）の協議会をいう）若しくは地域担い

手育成総合支援協議会（担い手育成総合支援協議会設置要領（平成17年4月1日付け16経営第

8837号経営局長通知。以下「設置要領」という。）第１の３の（２）のウの規定に基づき都

道府県知事の承認を受けた協議会をいう。）又は市町村（以下「地域協議会等」という。）

とする。

（１）代表者の定めがあること。

（２）原則として会員に市町村、農業協同組合及び農業委員会が含まれていること。

（３）規約等の定めがあること。

（４）規約等に定めるところにより１つの手続につき複数の者が関与する等、事務手続に係る

不正を未然に防止する仕組みとなっており、かつ、その執行体制が整備されていること。

（５）（２）に掲げる組織の担当部局のうち１つ以上が地域協議会の事務局の一部を構成して

いること又は（２）に掲げる組織の役員、管理職等責任のある立場の者のうち１人以上が

地域協議会の事務処理及び会計処理において責任のある立場にあること。

（６）監事を置いていること。

７ 実施手続

（１）支援計画の作成

本事業の事業実施主体は、次の事項を定める支援計画（別紙様式１号）を作成するもの

とする。

ア 被災の状況と復興方針

イ 成果目標

ウ 実施計画

エ その他必要な事項

（２）支援計画の承認

事業実施主体は、支援計画を地方農政局長（北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっ

ては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。）に提出し、その承認を受けるものとする。

また、支援計画の提出は、被災農業者経営支援計画承認申請書（別紙様式第２号）によ

り行うものとする。

（３）支援計画の重要な変更は、次に掲げるものとする。また、その手続は（１）から（２）

までに準じて行うものとする。

ア 事業の中止

イ 事業実施主体の変更

ウ 事業費又は事業量の３割を超える変更

（４）地方農政局長は、支援計画の承認を行う場合は、８に定められた承認要件を満たす場合

に限り承認を行うものとする。

８ 支援計画の承認要件

地方農政局長は、事業実施主体から提出された支援計画について、次に掲げる全ての項目

を満たす場合に限り、承認を行うものとする。

（１）取組の内容が本事業の趣旨に沿っていること。

（２）助成対象者が今後も営農を継続する見込みがあること。

（３）取組の内容が、２の（１）のイの（イ）に該当するものであること。

（４）被災前の施設が国庫補助事業により整備された施設である場合は、必要な調整が図られ



ているものであること。

第３ 事業の評価

支援計画に定められた目標年度における成果目標の達成状況については、次に掲げる方法で

評価を行うものとする。

１ 事業実施主体は、目標年度における支援計画に定められた成果目標等の達成状況について、

自ら評価し、梅雨前線豪雨等被災農業者向け経営体育成支援事業目標達成状況報告書（別紙

様式第３号）により、地方農政局長に目標年度の翌年度の７月末までに報告するものとする。

２ 地方農政局長は、１による報告を受けた結果、支援計画に掲げられた成果目標が未達成の

場合には、事業実施主体に対して改善計画を提出させる等適切な指導を行うものとする。

なお、当該成果目標が達成されるまでの間、評価及び改善状況の報告をさせるものとする。

３ 地方農政局長は、当該指導を行った結果、成果目標の達成の見込みがないものと判断した

ときは、事業実施主体に対し、支援計画等を変更させ、又は事業を中止させる等適切な措置

を講じるものとする。

第４ 事業の推進体制等

１ 事業実施主体は、本事業の効果的かつ適正な実施を図るため、市町村、農業団体等相互の

密接な連携・協力による指導推進体制の整備に努めるとともに、融資機関及び基金協会との

連携により、本事業の円滑な実施を図るものとする。

２ 国は、地域の実情に即し、かつ、農業者等の自主性及び創意工夫を活かした本事業の効果

的かつ適正な実施が図られるよう、農林水産省本省、地方農政局、地域センター（北海道農

政事務所を含む。）及び内閣府沖縄総合事務局が相互に連絡調整を緊密にすること等により、

関係部局が一体となって、本事業の実施についての指導・助言に当たるものとする。また、

国、都道府県、市町村及び事業実施主体の相互の緊密な連携・協力・情報提供等により、本

事業の円滑な推進を図るものとする。

なお、地方農政局長が行う事務のうち、次に掲げる事務については、地方農政局の地域セ

ンター長（北海道農政事務所長及び北海道農政事務所の地域センター長を含む。）と連携・

協力して行うものとする。

（１）事業の普及・推進

（２）事業の実施に係る情報収集

（３）地方農政局長と事業実施主体との連絡・調整

第５ 地方公共団体との連携

本事業は、気象災害による農業被害に対して、緊急的に支援を行うものであることから、

事業実施主体は、地方公共団体と連携・協力するものとする。

第６ 国の助成措置等

１ 国は、予算の範囲内において以下に定めるところにより、補助の額を算定し、事業実施主

体が助成対象者に対して助成する経費等について補助するものとする。

（１）融資等活用型補助事業

ア 事業実施主体ごとの補助率は１０分の３以内とし、支援計画に位置付けられた助成対

象者の助成金の額を合計した額を補助するものとする。

イ 事業実施主体が助成対象者に交付する助成金の額は、以下の（ア）又は（イ）のいず

れか低い額を限度とする。

（ア）助成の対象となる復旧、取得又は修繕に係る施設ごとに助成の対象となる事業に要

する経費に１０分の３を乗じて得た額

（イ）助成の対象となる復旧、取得又は修繕に係る施設ごとに助成の対象となる事業に要

する経費から地方公共団体単独事業の補助金額及び融資額を控除した額

ウ 助成の対象となる復旧、取得又は修繕に係る施設が園芸施設共済に加入している場合

には、イで算定する助成金の額と園芸施設共済のうち特定園芸施設及び附帯施設の支払



共済金に２分の１を乗じて得た額の合計額が助成の対象となる事業に要する経費の２分

の１を超えないものとする。

（２）追加的信用供与補助事業

事業実施主体への補助率は定額とし、支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のう

ち保証付きプロジェクト融資の額の合計額に１５分の２を乗じて得た額に相当する額を補

助するものとする。

（３）推進事務費

本事業の実施に関する事務及び指導・監督等に要する事業実施主体の経費の２分の１以

内を補助するものとする。

ア 推進事務費の補助対象範囲は、別表に定めるとおりとする。

イ 支援計画の承認時における当該支援計画に位置付けられた事業内容毎の助成金の額を

合計した額に0.4％を乗じて得た額を限度とするものとする。

第７ 追加的信用供与補助事業の精算等

１ 基金協会は、保証付きプロジェクト融資に係る保証業務が終了（基金協会の対象区域のす

べての保証付きプロジェクト融資に係る保証債務の償還又は求償権の回収若しくは償却が終

了した時点をいう。）した場合、交付した助成金について、次の算式により算定された額を

地方農政局長に返還するものとする。

（Ａ）＝（Ｂ）－（Ｃ）

（Ａ）は、基金協会が地方農政局長に返還する額

（Ｂ）は、基金協会が事業実施主体から交付を受けた助成金の合計額

（Ｃ）は、基金協会が第２の２の（２）のイのｃの（ｂ）の経費に充てた額

２ 基金協会は、事業実施主体から交付を受けた助成金を第２の４の（２）のイのｃの（ｂ）

の経費に充てる場合には、次の算式により算定した額を信用基金に納付するものとする。

（Ａ）＝（Ｂ）×（Ｃ）／（Ｄ）

（Ａ）は、信用基金に納付する額

（Ｂ）は、償却補填経費に充てる補助金の額

（Ｃ）は、（Ｂ）の償却補填経費の原因となる求償権について、代位弁済を行ったときに

信用基金から受領した保険金の額

（Ｄ）は、（Ｂ）の償却補填経費の原因となる求償権について、代位弁済を行った額（た

だし、基金協会が保険金の支払いの請求をするときまでにその被保証者に対する求償権

（弁済をした日以後の利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係

る部分を除く。）を行使して取得した額を控除した残額とする。）

３ 基金協会は、代位弁済により取得した求償権について、その回収に努めるものとする。

第８ フォローアップ

事業実施主体は、支援計画に位置付けられた助成対象者の経営状況の把握に努め、関係機

関及び融資機関並びに基金協会等との連携により、助成対象者の気象災害による農業被害か

らの復旧等に向けた取組に対するフォローアップに努めるものとする。

第９ 留意事項等

１ 本事業の実施に当たっては、この要領に定めるもののほか、経営体育成支援事業の円滑な

実施のためのガイドライン（平成23年４月１付け22経営第7298号経営局長通知。以下「ガイ

ドライン」という。）を準用するものとする。この場合において、ガイドライン第１の５中

「提出させるものとする。」とあるのは、「提出させるものとする。ただし、支援計画の承

認前に着工したものにあっては、この限りでない。」と、ガイドライン第１の６中「指導す

るものとする。」とあるのは、「指導するものとする。ただし、支援計画の承認前に着工し

たものにあっては、この限りでない。」と、ガイドライン第４の３の（３）中「証拠書類（見

積書、請求書、入出金伝票、領収書及び借用証書等）」とあるのは、「証拠書類（見積書、

請求書、入出金伝票、領収書、借用証書、園芸施設共済共済金支払通知書等）」と読み替え



るものとする。

２ 本事業の実施に当たって、事業実施主体は、助成対象者が虚偽の申請したことが判明した

場合には、地方農政局長にその旨を報告するとともに、当該助成対象者に対し補助金の全額

を返還させるなど適切な措置を講じるものとする。

なお、その際に事業実施主体は、地方農政局長と必要な調整を行うものとし、指導・助言

を受けるものとする。

附則

この通知は、平成24年８月21日より施行し、平成24年６月８日以降助成対象者が自らの経

営のために行う第２の２の（１）のイの（ア）に掲げる取組から適用する。



（別表）

推進事務費の補助対象範囲

使 途 区 分 内 容

ア 旅費 普通旅費、日額旅費、委員等旅費

イ 賃金 日々雇用者の賃金

ウ 共済費 賃金が支弁される者に対する社会保険料

エ 報償費 謝金

オ 需用費 消耗品費、車輌燃料費、食糧費（事業遂行上特に必要な会議用弁当、

茶菓子賄料等）、印刷製本費、修繕費

カ 役務費 通信運搬費、手数料

キ 使用料及び賃借料 会場借料、自動車、事業用機械器具等の借料及び損料

ク 委託料



（別紙様式第１号）

Ⅰ　被災の状況と復興方針

Ⅱ　成果目標

Ⅲ　地域農業の経営改善を図るための取組

Ⅳ　実施計画

（単位：円）

円

［推進事務費の具体的内容］

（注１）事業実施要領第２の２のイの（ア）のｄのうち農業用機械を整備する場合に記載すること。
（注２）（別添1-1）融資等活用型補助事業対象経営体調書のうち「Ⅴ　農業経営の状況の（２）農業経営の改善を図るための取組」の目標を設定して
いる助成対象者の総計を記載すること。

項目

農業経営の改善に関する取組

区　　　分
総事業費

負担区分

被災前の経営体数
被災後の経営体数

（計画時）

備　　考国庫補助金
地方公共団体

補助金

対象経営体負担経費

融資 自己負担

G＝H＋I＋J＋K H I J

平成２４年度被災農業者経営支援計画書

事業実施主体都道府県名 市町村名 事業実施年度 目標年度

K

0 0 0 0 0
１．事業費

経営体数：　　　　　　　経営体

0
（1）融資等活用型補助事業

保証希望融資額：

0
（2）追加的信用供与補助事業

計

２．推進事務費

0 0 0 0 0

適否(推進費の国庫補助金の0.4%以内）

0 適

具体的な使途

成果目標項目
復旧後の経営体数

（計画）

被災農業者の農業経営の維持

被災前の経営体数
被災後の経営体数

（計画時）
復旧後の経営体数

（計画）



Ⅴ　事業完了（予定）年月日 平成 年 月 日

Ⅵ　収支予算（精算）

１　収入の部

円 円 円 円

２　支出の部

円 円 円 円

Ⅶ　事業実施主体の概要

〔添付資料〕

1．（別添1-1）融資等活用型補助事業対象経営体調書

2．（別添1-2）事業実施主体要件適合確認書（地域協議会が事業実施主体の場合に限る）

3．計画位置図

　計画位置図は、既存の市町村地形図等を用い、次の要領で作成するものとする。

（１）市町村を黒色の実線で囲む。（地図が市町村限定の場合は除く。）

5．事業実施主体が定める本補助金の交付に関する規定又は要綱等

6．その他地方農政局長が必要と認める資料

区分
本年度予算額 前年度予算額 比較増減

備考
（本年度精算額） （本年度予算額） 増 減

国庫補助金 0 0 0

その他 0 0 0

計 0 0 0 0

区分
本年度予算額 前年度予算額 比較増減

備考
（本年度精算額） （本年度予算額） 増 減

１．事業費
0 0 0 0

（1）融資等活用型補助事業
0 0 0

（２）施行位置は、対象経営体ごとに色分けして図示し、実線を引いて余白面に当該事業の対象経営体名、事業内容を表示する。

4．対象経営体が法人、特定農業団体、集落営農組織、その他任意団体の場合は、当該団体の定款、規約、構成員の状況及びその
他経営状況が分かる資料

担当者名等
（役職）

電話･FAX
（氏名）

（2）追加的信用供与補助事業

構成団体名 事務局を担当する組織の名称

計
0 0 0 0

0 0 0

代表者名 所在地

２．推進事務費
0 0 0



（別添1-1）

Ⅰ　被災の証明

１　対象となる被害

（注）該当するものにチェックをいれる。

（１）市町村 （２）都道府県

(注)上記１の（１）及び（２）については、各市町村、都道府県において、助成対象者を取りまとめた一覧表として証明していただくことも可能

Ⅱ　園芸施設共済 Ⅲ　消費税及び地方消費税の確定申告の状況

Ⅳ　事業内容等

証明日：平成　　　年　　　月　　　日証明日：平成　　　年　　　月　　　　日

0 補助対象外

地方単独事業（補助金分）活用状況

共済金支払通
知書の関連する

棟番号

市町村単独
事業

Ｆ

融資等活用型補助事業対象経営体調書

2

代表者名
（法人等の場合に記載）

事業費（円）No

No

1

補助対象外

補助対象外

Ｇ＝B/A

1

2

A

助成金

0

0

0

0

Ｃ

0

融資

□ 全く園芸施設共済に加入している施設がない

事業内容
（施設名、規模等）

竣工(予定)
年月日

3

計 0

3 0

資金調達計画（円）

0

0

発行団体名

施工住所

自己資金

0

助成率
（％）

B

都道府県単
独事業

Ｅ

園芸施設共済のうち
特定園芸施設及び
附帯施設の共済金
支払額の合計額

Ｈ

00

No 助成対象者 住　　　　所

□ 平成２４年６月８日から７月２３日までの間の豪雨及び暴風雨による農業被害

　本事業で助成対象とした整備内容の消費税及び地方消費税の確定申
告の状況について、該当する項目に必ず「１」を記入してください。

●●県

役職・代表者名 印

　　Ⅳに掲げる施設に係る園芸施設共済加入の有無

園芸施設共済に加入している施設がある□

Ⅲの地方単独事業（補助金分）活用状況のうち都道府県単独事
業について間違いありません。

・Ⅲに掲げる施設は、上記の被害を受けていることを証
明します。
・また、Ⅲの地方単独事業（補助金分）活用状況のうち
市町村単独事業についても間違いありません。
・実施要領第２の２の（１）のイの（ｄ）の規定にある耐用
年数の経過したもの（農業用機械）及び修繕により利用
できるもの（農業用機械及び附帯施設）は含まれていま
せん

発行団体名 ●●県 ●●市

役職・代表者名 印

本則の課税事業者として申告することが判明している

簡易課税事業者として申告する又は課税事業者でないことが判明している

上記のいずれかに該当するか判明していない

着工（契約）
(予定)年月日

0

0

（注）園芸施設共済への加入状況について、該当する項目
の□にチェックを入れること。

0

0 □

□

□

計
Ｄ＝Ｅ＋Ｆ

担保措置の有無



(注）「担保措置の有無」の欄は、融資のための担保に供する場合、□にチェックを入れること。

Ⅴ　農業経営の状況

（１）農業経営の維持

（２）農業経営の改善を図るための取組

Ⅵ　追加的信用供与補助事業の活用計画

□ □

□ □

(注）いずれかの□にチェックを入れること。なお、機関保証利用の有無については、融資機関及び農業信用基金協会の審査によって希望に

　添えない場合があることに留意すること。

（注１）事業実施要領第２の２のイの（ア）のｄのうち農業用機械を整備する場合に記載すること。
（注２）気象災害による農業被害の実施後及び実施前と比較し、以下に掲げるいずれかの農業経営の改善に関する目標を設定すること。
　（例）①経営規模の拡大、②農産物の品質向上、③生産コストの縮減、④新規作物の導入等
（注３）注２の設定に当たっては、定量的な目標設定とすること。
（注４）注２の設定に当たっては、事業実施主体及び市町村と相談の上、地域の実情にあった取組としての目標設定とすること。

項目

農業経営の改善に関する目標
（目標：　　　　　　　　　）

備考被災後被災前

備考

国庫補助事業名

□ 該当する

□ 該当する

□ 該当する □ 該当しない

年度

年度

年度

□ 該当する

□

被災施設の建設時における国庫補助事業の活用状況

引き続き農業経営を継続する場合にチェックを入れてください。

借入予定

□ 該当しない

1 □ 該当する

実施年度

原形復旧に該当するか否か
（被災施設建設時に国庫補

助利用かつ再建の場合記入）

3 □ 該当する

該当しない

2

No

助成金の額は、事業費の１０分の３に相当する額、事業費から地方単独事業による補助金の額と融資額を控除した額のいずれか低い額を
限度とします。
なお、園芸施設共済に加入している施設については、助成金の額と共済金支払額の２分の１に相当する額の合計額は、事業費の２分の１
が上限です。

項　　　目

金融機関名

農業信用基金協会に
よる機関保証の利用（※）

償 還 年 数

追加的信用供与補助事業の活用を希望しない

平成　　年　　月　　日融資審査の進捗状況

融　 資 　名

平成　　年　　月　　日

追加的信用供与補助事業の活用を希望する

借入予定

追加的信用供与補助事業の活用を希望しない

融資金額（円）

□

共済金支払通知書の棟番号欄は、農業共済組合又は共済事業を実施する市町村から発行される共済金支払通知書の関連する棟番号
を記載すること。

資金調達のうち融資の概要

項目

農業経営の維持

国庫補助事業

追加的信用供与補助事業の活用を希望する

融資②融資①

農業用機械を導入する場合には、「被災施設の建設時における国庫補助事業の活用状況欄」のうち「実施年度欄」に国庫補助事業の活
用の有無にかかわらず被災前の農業用機械の導入年度を入力すること。



（別添1-2）

〔添付資料〕

１．協議会規約等

２．その他地方農政局等が必要と認める資料

〔記入要領〕

１　被災農業者経営支援計画書

（１）市町村名の欄には上段にフリガナを付ける。

（２）のⅠ被災の状況と復興方針の欄については、今般の被災の状況と本事業による復興の方向性、方針等

　について簡潔に記入する。

（３）Ⅱの成果目標の欄は、経営体調書の提出により、営農を継続することが確認された経営体数を記入する。

２　経営体調書

（１）様式中の「□」は、該当する事項に「■」又は「レ」を記載する。

（２）Ⅱの事業内容等の欄は、施設等毎に記入する。

３　その他（共通事項）

　　記載欄が不足する場合は、必要に応じて適宜挿入すること。

　　支援計画書の「実施計画」及び経営体調書の「事業内容等」の備考欄には、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合

　には「除税額○○○円　うち国費○○○円」を、同税額がない場合には｢該当なし」と、同税額が明らかでない場合には、｢含税額」とそれぞれ

　記入するとともに、同税額を減額した場合には、｢合計」の欄の｢備考」の欄に合計（｢除税額○○○円　うち国費○○○円」）を記入すること。

構成組織及び役職

監事

氏　　　名

構成組織及び役職

会計処理責任者

氏　　　名

構成組織及び役職

事業実施主体要件適合確認書

氏　　　名

氏　　　名

事務処理責任者

構成組織及び役職

構成団体

代表者名

氏　　　名

事業執行責任者

構成組織及び役職



（別紙様式第２号）

平成24年度被災農業者経営支援計画承認申請書

番 号

年 月 日

○○農政局長 殿

北海道にあっては、農林水産省経営局長

沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長

○○○○協議会

会長 ○ ○ ○ ○ 印

又は

○○市（町村）長 印

梅雨前線豪雨等被災農業者向け経営体育成支援事業実施要領（平成24年○月○日付け○経営第

○号農林水産省経営局長通知）第○の○の（○）の規定に基づき承認を受けたいので、下記市町

村に係る被災農業者経営支援計画書を添えて申請（提出）します。

記

市町村名

（注） 関係書類として、被災農業者経営支援計画書を添付すること。



（別紙様式第３号）

Ⅰ　経営体の確保に関する成果目標

Ⅱ　地域農業の経営改善を図るための取組

〔記入要領〕

１ 　「被災前の経営体数」及び「被災後の経営体数（計画時）」欄は、平成24年度被災農業者経営支援計画書（別紙様式第1号）の「被災前の

 　経営体数」及び「被災後の経営体数（計画時）」欄の内容を記入する。

２　Ⅰ 経営体の確保に関する成果目標の「復旧後の経営体数（実績）」欄は、平成24年度末に営農を継続している経営体数を記入する。

３　Ⅱ　地域農業の経営改善を図るための取組の「復旧後の経営体数（実績）」欄は、平成24年度末に農業経営の改善を図るための取組を

　実施している経営体数を記入する。

農業経営の改善に関する取組

被災前の経営体数
被災後の経営体数

（計画時）
復旧後の経営体数

（実績）

被災農業者の農業経営の確保

項目

成果目標項目 被災前の経営体数
被災後の経営体数

（計画時）
復旧後の経営体数

（実績）

梅雨前線豪雨等被災農業者向け経営体育成支援事業目標達成状況報告書

都道府県名 市町村名 事業実施年度 事業実施主体


